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第1章　総則

(趣旨)

第1条　法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、郡山市の財産の取得管理及び処分に関しては、この規則

の定めるところによる。

(平20規則15・一部改正)

(用語の定義)

第2条　この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　法　地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2)　施行令　地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3)　部長　次に掲げる者をいう。

ア　郡山市部設置条例(平成5年郡山市条例第38号)に定める部の長

イ　法第168条第1項に規定する会計管理者

ウ　郡山市行政センター設置条例(平成元年郡山市条例第39号)第2条に定める行政センターの長

エ　郡山市上下水道局管理規程(昭和40年郡山市水道局規程第1号)第4条第1項に定める局長

オ　郡山市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成19年郡山市規則第41号。次号において「補助

執行に関する規則」という。)の規定により、市長が補助執行させるその権限に属する事務のうち財産の管

理等に係る事務に関し部長の専決権を授与された者

(4)　課長　次に掲げる者をいう。

ア　郡山市行政組織規則(平成6年郡山市規則第6号)第7条に定める課及び室並びに同規則第8条に定める課の長

イ　行政センター所長

ウ　郡山市行政組織規則第43条の6に定める環境保全センター所長

エ　郡山市行政組織規則第43条の18に定める総合地方卸売市場管理事務所長

オ　郡山市保健所設置条例施行規則(平成9年郡山市規則第55号)第7条に定める保健所の課長

カ　郡山市保健所設置条例施行規則第14条第1項に規定する食肉衛生検査所の長

キ　郡山市上下水道局管理規程第5条第1項に定める課長(お客様サービス課長に限る。)

ク　補助執行に関する規則の規定により、市長が補助執行させるその権限に属する事務のうち財産の管理等に

係る事務に関し課長の専決権を授与された者(郡山市教育委員会事務決裁規程(昭和40年郡山市教育委員会訓

令第1号)の規定により財産の管理等に係る事務に関し課長の専決権を授与された者を含む。)

ケ　その他市長の指定する職員

(5)　課長等　課長及び次に掲げる者をいう。

ア　郡山市事務決裁規程(平成6年郡山市訓令第3号)別表第3備考1に定める指定出先機関の長

イ　郡山市教育委員会事務決裁規程の規定により財産の管理等に係る事務に関し教育機関の長又は学校長の専

決権を授与された者

(昭53規則20・平元規則27・平4規則17・平6規則24・平7規則15・平8規則12・平9規則36・平10規則11・平

14規則40・平19規則40・平20規則15・平22規則11・平26規則11・平27規則44・平28規則21・平29規則33・

令2規則23・一部改正)

第2章　公有財産

第1節　通則

(行政財産の種別)

第3条　行政財産は、次の2種に区分する。

(1)　公用財産　市において市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2)　公共用財産　市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(公有財産の取得、管理及び処分に関する事務)



第4条　公有財産となるものの取得に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うも

のとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その都度指定する課長に当該事務を行わせるものと

する。

(1)　農林部、建設部及び都市構想部の所管に係る公有財産以外の公有財産　財務部公有資産マネジメント課長

(以下「公有資産マネジメント課長」という。)

(2)　農林部の所管に係る公有財産　農林部農地課長

(3)　建設部の所管に係る公有財産　建設部道路建設課長

(4)　都市構想部の所管に係る公有財産　都市構想部都市政策課長

(5)　寄附による公有財産　公有財産となるものの事務又は事業を掌握する課長

2　行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産

(以下「教育財産」という。)を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

る者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、そのつどその指定する課長に当該事務

を行わせるものとする。

(1)　公用財産　当該公用の目的である事務又は事業を掌握する課長

(2)　公共用財産　当該公共用の目的である事務又は事業を掌握する課長

3　普通財産の管理及び処分に関する事務は、公有資産マネジメント課長が行うものとする。ただし、市長が特に

必要と認めるときは、そのつど指定する課長に当該事務を行わせるものとする。

(平元規則27・全改、平5規則34・平6規則24・平7規則15・平14規則40・平19規則40・平20規則15・平22規

則11・平26規則11・平27規則44・平28規則21・平30規則26・令2規則23・令4規則38・一部改正)

(公有資産マネジメント課長への合議又は協議)

第5条　課長又は教育委員会(教育財産の管理に係る事務に限る。以下同じ。)は、次の各号(教育委員会にあって

は、第2号を除く。)のいずれかに該当する場合については、公有資産マネジメント課長に合議し、又は協議しな

ければならない。

(1)　公有財産に係る損害賠償及び損害補償に関すること。

(2)　第7条、第8条第1項、第21条第3項(第21条の2で準用する場合を含む。)、第35条及び第37条の規定による承

認に関すること。

(3)　第20条第1項、第31条及び第34条第1項の規定による承認又は協議に関すること。

(4)　1月以上の行政財産の目的外使用許可に関すること。

(5)　1月以上の行政財産及び普通財産の貸付けに関すること。

(昭58規則11・平元規則27・平3規則31・平14規則40・平19規則40・平26規則11・平27規則44・令2規則

23・一部改正)

(公有財産に関する事務の総合調整)

第6条　財務部長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、市長の指示を受けて、部長及

び教育委員会に対し、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを

求めることができる。

(平14規則40・全改、平19規則40・一部改正)

第2節　取得

(取得の決定)

第7条　第4条第1項に規定する課長(以下この節において「公有財産取得権者」という。)は、公有財産となるもの

を取得(寄附による取得を除く。)しようとするときは、おおむね次の第1号から第5号までに掲げる事項を明記

し、かつ、第6号から第9号までに掲げる附属書類を添付して、当該財産の取得について、市長の承認を受けなけ

ればならない。

(1)　相手方の住所及び氏名

(2)　当該財産の所在地

(3)　当該財産の区分、種目、構造、数量等

(4)　取得予定価格及び単価並びにこれらの算出基礎

(5)　取得しようとする事由

(6)　契約書案

(7)　法令の規定により登記、登録等をすることができるものについては、登記事項証明書又は登録簿等の謄本

(8)　関係図面

(9)　取得しようとする当該財産が建物である場合において、その敷地が第三者の所有に属するものであるとき

は、その敷地の面積及び借地料並びに所有者の住所、氏名及びその敷地使用についての承諾書

(昭53規則20・平元規則27・平5規則34・平6規則24・平7規則15・平9規則36・平14規則40・平17規則23・

平19規則40・令2規則23・一部改正)

(寄附の受納)

第8条　公有財産取得権者は、公有財産となるものの寄附の申込みを受けようとするときは、当該財産の寄附申込

者から次の各号に掲げる事項を記載した寄附申込書及び当該財産に係る登記、登録等に関する書類、関係図面そ



の他必要があると認める書類を徴し、これらの書類を添付して、当該財産の受納について、市長の承認を受けな

ければならない。

(1)　寄附申込者の住所及び氏名

(2)　当該財産の所在地

(3)　当該財産の現況、名称、区分、種目、構造、数量及び沿革

(4)　当該財産の評価額

(5)　寄附しようとする事由

2　公有財産取得権者は、寄附に係る前項の財産を受納したときは、寄附申込者に対し、寄附受納書(第1号様式)を

交付するものとする。

(平19規則40・一部改正)

(取得前にとるべき措置)

第9条　公有財産取得権者は、買入れ、交換、寄附その他の事由により、公有財産となるものを取得しようとする

場合において、当該財産について、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をと

らなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(公有財産の受入)

第10条　公有財産取得権者は、公有財産となるものの引渡しを受けるときは、当該財産の取得の原因となった契

約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認めたときに限

り、その引渡しを受けるものとする。

(平19規則40・一部改正)

(登記、登録等)

第11条　公有財産取得権者は、取得に係る公有財産について、法令の規定により登記、登録等をすることができる

ときは、遅滞なくその登記、登録等の手続きをとらなければならない。当該登記、登録等に係る事項について変

更があったときも、また、同様とする。

2　前項の規定にかかわらず、法令の規定等により登記、登録等の義務がない場合はこの限りでない。

(平19規則40・一部改正)

(登記、登録等前の代金等の支払)

第12条　公有財産取得権者は、買入れ又は交換に係る財産が法令の規定により登記、登録等をすることができるも

のである場合において、登記、登録等をする前に買入れ代金又は交換差金を支払おうとするときは、市長の承認

を受けてこれをしなければならない。

(土地の境界標の設置等)

第13条　公有財産取得権者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を設

置しなければならない。

2　公有財産取得権者は、前項の規定により境界標を設置するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認

し、境界確認に関する覚書その他の書類を作成し、これを公有資産マネジメント課長へ提出するとともに、その

写しを当該土地の管理に係る事務又は事業を所掌する課長又は教育委員会に送付しなければならない。

3　境界標は、実測に基づき、屈曲点ごとに設置しなければならない。

(平元規則27・平17規則23・平19規則40・令2規則23・一部改正)

(公有財産の引継ぎ)

第14条　公有財産取得権者は、第10条の規定により、取得に係る当該財産の引渡しを受けたときは、遅滞なく次に

掲げる書類を、当該財産の管理に係る事務又は事業を所掌する課長又は教育委員会に送付して当該財産を引き継

がなければならない。ただし、公有財産取得権者と当該財産の管理に係る事務又は事業を所掌する者が同じ場合

は、省略することができる。

(1)　契約書の写し

(2)　法令の規定により登記、登録等をしたものについては、登記事項証明書又は登録済証等

(3)　関係図面

2　前項の規定により公有財産の引継ぎを受けた課長又は教育委員会は、直ちに公有財産情報を財務会計システム

に入力し、公有資産マネジメント課長に報告しなければならない。

(平元規則27・平17規則23・平19規則40・令2規則23・一部改正)

第3節　管理

(公有財産の管理の原則)

第15条　課長及び教育委員会(以下この章において「公有財産管理権者」という。)は、常にその管理に係る公有財

産について、その現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1)　公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2)　使用料又は貸付料の適否

(3)　土地の境界

(4)　公有財産の増減とその証拠書類との符合



(5)　公有財産と登記簿又は登録簿、公有財産情報(郡山市財務規則(昭和40年郡山市規則第48号。以下「財務規

則」という。)第2条第15号に規定する財務会計システムに登録した公有財産に関する情報をいう。以下同

じ。)及び関係図面との符合

(平19規則40・一部改正)

(公有財産情報の記録)

第16条　公有財産管理権者は、次に掲げる種目の区分により公有財産情報を財務会計システムに登録し、当該管理

に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1)　土地

(2)　建物

(3)　工作物(前号に規定するものを除く。)

(4)　立木

(5)　動産

(6)　物権(前各号に規定するものに係る所有権を除く。)

(7)　無体財産権

(8)　株式その他の出資による権利

(9)　不動産の信託の受益権

2　前項に規定する公有財産情報には、必要に応じ、次に掲げる図面を保管しておかなければならない。

(1)　実測図

(2)　配置図

(3)　平面図

(4)　前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3　公有財産管理権者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、そのつど前2項の措置をとり、か

つ、その旨及び異動の内容を財務会計システムに入力し、公有資産マネジメント課長に報告しなければならな

い。

(昭58規則11・全改、平元規則27・平19規則40・令2規則23・一部改正)

第17条　削除

(平19規則40)

(公有財産情報に登載すべき価格)

第18条　公有財産情報に登載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

るところによらなければならない。

(1)　買入れ　買入れ価格

(2)　交換　交換当時における評価額

(3)　収用　補償金額

(4)　代物弁済　当該財産により弁済を受けた債権の金額

(5)　寄附　評価額

(6)　前各号に掲げる原因以外の原因に基づく取得　次に掲げる財産の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア　土地　近傍類似の土地の時価を考慮して算出した額

イ　建物及びその従物並びに土地の従物　建築、製造等に要した金額(建築、製造等に要した金額の算出が困

難なものにあっては、評価額)

ウ　立木竹　その材積にその時点の単価を乗じて算出した価格(庭園の樹木その他材積を基準として算出する

ことが困難なものにあっては、評価額)

エ　法第238条第1項第4号、第5号及び第8号に掲げる権利　取得価格(取得価格によることが困難なものにあっ

ては、評価額)

オ　法第238条第1項第6号に掲げる有価証券及び同項第7号に掲げる権利　有価証券の発行の価額及び出資の金

額

(平14規則40・平19規則40・一部改正)

第19条　削除

(平19規則40)

(行政財産の用途の変更)

第20条　公有財産管理権者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を明記

し、市長の承認を受け、又は市長に協議しなければならない。

(1)　当該行政財産に係る公有財産情報

(2)　変更後の用途及び利用計画

(3)　用途を変更しようとする事由

(4)　その他参考となる事項

2　前項の規定により、市長の承認を受け、又は市長に協議した公有財産管理権者は、直ちにその内容を財務会計

システムに入力し、公有資産マネジメント課長に報告しなければならない。



(昭58規則11・平元規則27・平19規則40・令2規則23・一部改正)

(所管換え)

第21条　市長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があるときは、公有財産管理権者に対し、その管理に係る

公有財産を他の公有財産管理権者の管理の下に移すこと(以下「所管換え」という。)を指示することができる。

2　公有財産管理権者は、公有財産の効率的運用を図るため必要があるときは、その管理に係る公有財産について

所管換えをすることができる。

3　公有財産管理権者は、前項の規定によりその管理に係る公有財産について所管換えをしようとするときは、次

に掲げる事項を明記し、これを受けるべき公有財産管理権者及び公有資産マネジメント課長へ合議し、市長の承

認を受けなければならない。

(1)　分類及び種別名称

(2)　名称

(3)　所在地

(4)　当該公有財産の種目、構造、数量等

(5)　価格

(6)　異動年月日

(7)　所管換えをしようとする事由

4　公有財産管理権者は、第1項の規定による指示又は前項の規定による承認を受けて公有財産の所管換えをすると

きは、関係書類を当該公有財産の引継ぎを受けるべき公有財産管理権者に送付し、当該公有財産を引き継がなけ

ればならない。

5　前項の規定により公有財産の引継ぎをする公有財産管理権者は、直ちにその旨及び異動の内容を財務会計シス

テムに入力し、公有資産マネジメント課長に報告しなければならない。

(昭58規則11・平元規則27・平17規則23・平19規則40・令2規則23・一部改正)

(分類換え)

第21条の2　普通財産から行政財産に分類換えをする必要が生じたときは、前条第2項から第5項までの規定を準用

する。

(昭58規則11・追加、平19規則40・令2規則23・一部改正)

(会計間の所管換え)

第22条　会計を異にして公有財産の所管換えをするときは、原則として、有償とする。

2　第21条の規定は、会計を異にする公有財産の所管換えについて準用する。

(損害保険の付保)

第23条　公有財産は、その性質上損害保険契約の目的となりうるものであるときは、必要に応じ、損害保険を付さ

なければならない。

2　公有財産に係る損害保険の手続は、公有資産マネジメント課長が行うものとする。

(平元規則27・平19規則40・平26規則11・一部改正)

(事故報告)

第24条　公有財産管理権者は、天災その他の事故により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が

生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を明記し、関係書類を添えて、財務部長に報告しなければならない。

(1)　公有財産の所在地並びに種目、種別及び名称

(2)　事故発生の日時及び発生前後の経過

(3)　滅失、損傷等の原因

(4)　被害の程度及び損害見積額

(5)　応急復旧に要する経費

(6)　その他参考となる事項

(平元規則27・平19規則40・一部改正)

第25条　削除

(令元規則11)

(行政財産の目的外使用許可)

第26条　行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、その使用を

許可することができるものとする。

(1)　当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(2)　学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の

用に短期間供するとき。

(3)　水道事業、電気事業、電気通信事業その他の公益事業の用に供するため、当該公有財産管理権者がやむを

得ないと認めるとき。

(4)　国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とす

る事業の用に供するとき。

(5)　災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。



(6)　前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2　前項の規定により使用を許可する期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3　公有財産管理権者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請

書(第11号様式)を提出させなければならない。

4　公有財産管理権者は、第1項の規定により使用の許可をするときは、次に掲げる事項を明記して行政財産使用許

可書(第11号様式の2)を交付しなければならない。

(1)　使用の許可をしようとする行政財産の表示

(2)　許可の相手方の住所及び氏名

(3)　使用の目的

(4)　使用期間及び許可条件

(5)　使用料の額

5　公有財産管理権者は、第1項の規定により使用を許可する場合は、市長の承認を受け、又は市長に協議しなけれ

ばならない。

(昭58規則11・全改、平元規則27・平19規則40・平20規則15・令2規則23・令3規則13・一部改正)

第27条　削除

(令2規則23)

(行政財産の貸付け)

第28条　公有財産管理権者は、法第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸付けようとするとき

は、当該行政財産を借り受けようとする者から、公有財産借受等申請書(第13号様式)を提出させなければならな

い。

2　公有財産管理権者は、前項の規定により公有財産借受等申請書の提出があった場合は、次に掲げる事項を明記

して意見を付し、契約書案を添えて、当該行政財産の貸付けについて市長の承認を受け、又は市長に協議しなけ

ればならない。

(1)　貸付物件の所在、区分、種目、構造及び数量

(2)　貸付相手の住所及び氏名

(3)　使用目的及びその理由

(4)　貸付期間及び貸付条件

(5)　貸付料の額

(6)　その他参考となる事項

3　公有財産管理権者は、前項の規定により市長の承認を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならな

い。ただし、1月未満の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4　前3項の規定は、当該行政財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(昭58規則11・全改、平19規則40・平27規則2・令2規則23・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第28条の2　法第238条の5第1項の規定により普通財産を貸付けし、又は貸付け以外の方法により普通財産を使用さ

せようするときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第238条の4第2項から第4項ま

で」とあるのは「第238条の5第1項」と、「行政財産を貸付け」とあるのは「普通財産を貸付けし、又は貸付け

以外の方法により普通財産を使用させ」と、「行政財産を借り受け」とあるのは「普通財産を借り受け、又は貸

付け以外の方法により普通財産を使用し」と、同条第2項中「行政財産の貸付け」とあるのは「普通財産の貸付

け又は貸付け以外の方法による使用」と、同条第4項中「行政財産の貸付契約」とあるのは「普通財産の貸付契

約又は貸付け以外の方法による使用の契約」と読み替えるものとする。

(平27規則2・追加、平27規則44・令3規則13・一部改正)

(行政財産の使用の許可を受けた者等の住所又は氏名の変更)

第29条　公有財産管理権者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は行政財産若しくは普通財産の貸付けを受けた

者(貸付け以外の方法による使用の承認を受けた者を含む。)(以下この節において「借受人等」と総称する。)が

その住所又は氏名を変更したときは、ただちに当該借受人等をしてその変更の内容を記載した文書を提出させな

ければならない。行政財産又は普通財産の貸付けを受けた者(貸付け以外の方法による使用の承認を受けた者を

含む。)に係る保証人の住所又は氏名の変更があったときも、また同様とする。

(平19規則40・平27規則2・一部改正)

(使用目的、用途又は原状の変更)

第30条　公有財産管理権者は、借受人等において当該使用の許可又は借受けに係る公有財産の使用目的、用途又は

原状の変更を必要とするときは、当該借受人等をしてその変更の内容及び事由を記載した許可又は承認の申請書

を提出させなければならない。この場合において、当該変更が原状の変更であるときは、許可又は承認の申請書

には、当該行政財産の使用を終了する際又は当該行政財産若しくは普通財産を返還する際、市の指示するところ

に従い、借受人等の負担においてこれを原状に回復し、又は当該変更に係る物件を無償で市に寄附する旨を記載

した誓約書を添えさせなければならない。



2　第26条第4項の規定は、公有財産の使用目的、用途又は原状の変更についての許可又は承認をする場合及び許可

又は承認をした場合について準用する。

(平19規則40・平27規則2・令3規則13・一部改正)

(使用の許可の取消し及び契約の解除)

第31条　公有財産管理権者は、法第238条の4第5項若しくは第9項又は第238条の5第4項(同条第7項で準用する場合

を含む。)の規定により、行政財産の使用の許可の取消し又は行政財産若しくは普通財産の貸付契約(貸付け以外

の方法による行政財産又は普通財産の使用契約を含む。)の解除をしようとするときは、市長の承認を受け、又

は市長に協議しなければならない。

(平17規則23・平19規則40・平20規則15・平27規則2・一部改正)

(返還)

第32条　公有財産管理権者は、借受人等から使用又は貸付けに係る公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の

立会いを求め、当該公有財産について、実地に検査をしなければならない。

(担保の提供)

第33条　公有財産管理権者は、借受人等に対し、必要に応じて次に掲げるもののうちから担保の提供又は保証人の

保証を求めなければならない。ただし、当該担保の提供若しくは保証人の保証について別段の定めがある場合又

は当該担保の提供若しくは保証人の保証ができないことについてやむを得ない事情があると認める場合は、この

限りでない。

(1)　財務規則第126条第1項各号に掲げる有価証券

(2)　土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3)　鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、漁業財団及び道路交通事業財団

(4)　金融機関その他の確実と認める保証人の保証

2　前項の場合において、公有財産管理権者は、担保のうち担保権の設定について登記、登録等によって第三者に

対抗する要件を備えることができるものについては当該登記、登録等を行わせ、又はこれを行い、保証人の保証

については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3　公有財産管理権者は、公有財産について担保の提供又は保証人の保証があった場合において、その担保として

提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の事由により当該公有財産を担保し、又は保証することが

できないと認めるときは、増担保の提供、保証人の変更その他公有財産を確保するために必要な行為をすべきこ

とを求めなければならない。

4　第1項の場合において、同項各号に掲げる担保又は保証人の保証の価額は、同項第1号に規定する有価証券にあ

っては財務規則第126条第1項各号に定める金額、その他の担保又は保証人の保証にあっては公有財産管理権者が

決定する価額によるものとする。

(平19規則40・平28規則21・一部改正)

第4節　処分

(行政財産の用途の廃止)

第34条　公有財産管理権者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明記し、市長の承認

を受け、又は市長に協議しなければならない。

(1)　当該行政財産に係る公有財産情報

(2)　用途を廃止したのちの措置

(3)　用途を廃止しようとする事由

(4)　その他参考となる事項

2　公有財産管理権者は、行政財産の用途を廃止したときは、関係書類を送付し、遅滞なく当該財産を公有資産マ

ネジメント課長に引き継がなければならない。ただし、市長が公有資産マネジメント課長に引き継がせることが

適当でないと認めて他の者を指定したときは、その者に引き継がなければならない。

3　前項の規定により、公有財産の引継ぎをする公有財産管理権者は、その旨を財務会計システムに入力し、公有

資産マネジメント課長に報告しなければならない。

(昭58規則11・平元規則27・平19規則40・平26規則11・令2規則23・一部改正)

(普通財産の譲渡若しくは譲与又は廃棄)

第35条　公有資産マネジメント課長及び第4条第3項ただし書に規定する市長が指定する課長(以下「公有財産処分

権者」という。)は、普通財産を譲渡し、若しくは譲与し(寄附することを含む。以下同じ。)、又は廃棄しよう

とするときは、次に掲げる事項を明記し、市長の承認を受けなければならない。この場合において、普通財産を

譲渡し、又は譲与する場合にあっては、契約書案を添えるものとする。

(1)　当該普通財産に係る公有財産情報

(2)　当該普通財産の評価額及びその算出基礎

(3)　当該普通財産の譲渡若しくは譲与又は廃棄の方法

(4)　譲渡若しくは譲与又は廃棄の条件

(5)　当該普通財産を譲渡し、若しくは譲与し、又は廃棄しようとする事由

(6)　その他参考となる事項



(平19規則40・平26規則11・一部改正)

(譲渡又は譲与に係る普通財産の引渡し)

第36条　公有財産処分権者は、譲渡又は譲与に係る普通財産を当該譲渡又は譲与の相手方に引き渡すときは、当該

相手方をして公有財産受領書(第16号様式)を提出させなければならない。

(普通財産の交換)

第37条　公有財産処分権者は、普通財産を交換しようとするときは、次の第1号から第6号に掲げる事項を明記し、

かつ、第7号から第10号に掲げる附属書類を添付して、市長の承認を受けなければならない。

(1)　交換しようとする相手方の住所及び氏名

(2)　交換により提供しようとする普通財産に係る公有財産情報

(3)　交換により取得しようとする財産の表示及びその評価額

(4)　交換差金があるときは、その額及び納入の方法

(5)　交換しようとする事由

(6)　その他参考となる事項

(7)　交換により取得しようとする財産に係る登記事項証明書又は登録簿等の謄本

(8)　交換により取得しようとする財産に係る関係図面

(9)　交換により提供しようとする普通財産に係る関係図面

(10)　交換契約書案

(平17規則23・平19規則40・一部改正)

(契約の相手方が指定条件に違反した場合の措置)

第38条　公有財産処分権者は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財

産を譲渡し、又は譲与した場合において、契約の相手方が指定に係る事項を履行しないときは、期限を定めてそ

の履行を催告し、さらに必要に応じ契約を解除する等の措置をとらなければならない。

(売払代金等の延納の特約)

第39条　公有財産処分権者は、施行令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の

特約をするときは、公有財産代金延納特約承認申請書(第17号様式)により、市長の承認を受けなければならな

い。

(平17規則23・平20規則15・一部改正)

(担保の提供)

第40条　第33条の規定は、前条の延納の特約をする場合について準用する。

(担保の解除)

第41条　公有財産処分権者は、売払代金又は交換差金から契約締結後即納された金額を控除した金額(以下「延納

代金」という。)の一部の納付があったときは、市長の承認を受けて、担保の一部を解除することができる。

2　公有財産処分権者は、延納代金が完納されたときは、遅滞なく担保の解除の手続きをとらなければならない。

(平19規則40・一部改正)

(延納の場合の利息)

第42条　公有財産処分権者は、第39条の延納の特約をするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定め

る利息を納めさせなければならない。

(1)　当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、公共団体又は教育若しくは社会事業を営むものであるとき　

年6.5パーセント

(2)　その他のものであるとき　年7.5パーセント

(平19規則40・一部改正)

(延納の特約の取消し等)

第43条　公有財産処分権者は、延納の特約の相手方が所定の期日までに納付すべき延納代金及びその利息を完納し

ない場合には、必要に応じ、当該延納の特約を取り消さなければならない。

2　公有財産処分権者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく未納の延納代金及びその利

息を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の処分報告)

第44条　公有財産処分権者は、普通財産を譲渡し、譲与し、廃棄し、又は交換したときは、遅滞なく財務会計シス

テムに入力し、公有資産マネジメント課長に報告しなければならない。

(昭58規則11・全改、平元規則27・令2規則23・一部改正)

第3章　物品

(定義)

第45条　物品の出納とは、物品が出納機関(財務規則第2条第12号の出納機関をいう。以下この章において同じ。)

の保管に入り、又はその保管から離れることをいう。

2　物品の供用とは、物品をその用途に応じて市において使用させることをいう。

3　物品の処分とは、市の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分をいう。

(平9規則36・平19規則40・一部改正)



(整理の原則)

第46条　物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(平9規則36・一部改正)

(管理及び保管の原則)

第47条　物品に関する事務を行う職員及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者

の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(平9規則36・一部改正)

(事務分掌及び責任)

第48条　物品の管理及び処分に関する事務を所掌する者(以下この章において「物品管理者」という。)は、当該事

務を所掌する課長等をもって充てる。

2　出納機関は、物品の出納及び保管を行うとともに出納簿(第19号様式)及び関係書類を整理しておかなければな

らない。

3　前項に規定する出納簿は、財務会計システムに当該出納簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、財務会計シス

テムその他電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該出納簿に代えることができ

る。

4　物品の区分及び保管の責任者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1)　供用物品

ア　専用物品　特定の者が使用する物品で使用者が1名のときは当該使用者、使用者が2名以上のときは当該使

用者のうち上席の職員

イ　供用物品　専用物品以外の物品については当該物品を管理する物品管理者

(2)　保管物品　使用に供されていない物品については出納機関(財務部契約検査課長(以下この章において「契

約検査課長」という。)及び教育委員会事務局教育総務部総務課長に限る。)

(昭58規則11・平9規則36・平13規則19・平19規則40・平22規則11・平27規則44・平28規則21・令2規則

23・令4規則38・一部改正)

(分類)

第49条　物品は、その適正な供用及び処分を図るため、その用途に従い別表第1に定める基準により備品、消耗

品、原材料、生産物(製作品を含む。)、動物、占有動産及び解体材料並びに不用品に分類するものとする。

(昭58規則11・平19規則40・一部改正)

(重要物品)

第49条の2　施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する重要物品は、取得価格(寄附等で市の所有

となった物品については評価額)が200万円以上のものとする。

(平3規則31・追加、平12規則56・平19規則40・一部改正)

(共通物品)

第49条の3　契約検査課長は、毎年度の当初に一括して購入することが有利な物品で、契約検査課長が指定するも

の(以下この章において「共通物品」という。)の購入に関する計画を作成し、物品管理者に通知するものとす

る。

(平19規則40・追加、令4規則38・一部改正)

(標識)

第50条　物品管理者は、備品に備品番号及び取得日等を明記した標識を付し、市の備品であることを表示しなけれ

ばならない。ただし、備品の性質、形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法で表示

することができる。

(平19規則40・令2規則23・一部改正)

(出納の通知)

第51条　物品管理者は、物品を出納させようとするときは出納機関に対し、物品払出(受入)通知書(第21号様式)に

より通知しなければならない。

(平11規則13・平19規則40・一部改正)

(出納)

第52条　出納機関は、前条の規定による通知がなければ物品を出納することができない。

2　物品の出納は、別表第2に定める区分により行わなければならない。

3　出納機関は、前条の規定に基づき、物品の出納をしようとする場合には、当該通知が適法であるか及びその出

納が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。

4　前項の場合において出納機関は、当該通知が適法でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該通知の内容

に適合していないと認めるときは、直ちにその理由を付して当該物品管理者に当該通知を返付しなければならな

い。

(平11規則13・平19規則40・一部改正)

(物品の調達)



第53条　課長等は、その所掌に属する事務又は事業の遂行上物品(第3項の規定により購入する物品を除く。)の購

入又は製造請負(以下「購入等」という。)の必要があるときは、財務会計システムに入力し、契約権者(財務規

則第2条第11号の契約権者をいう。以下この章において同じ。)に当該物品の購入等のため必要な措置を請求しな

ければならない。

2　契約権者は、前項の規定により購入等の請求があったときは、配当予算の範囲内で購入等の契約を締結しなけ

ればならない。

3　第1項の規定にかかわらず、次に掲げる物品の購入等又は物品の修繕(以下この章において「調達」という。)の

必要があるときは、課長等が直接調達に係る契約の事務を行わなければならない。

(1)　交際費、食糧費、賄材料費、原材料費(工事等に係るものを除く。)及び扶助費に係る物品

(2)　官報、新聞、雑誌、追録(加除式の図書の追録をいう。)等の定期刊行物

(3)　地図、掛図、図書等定価販売品

(4)　郵便はがき、郵便切手、収入印紙、金券等

(5)　写真、青写真その他これらに類するもの

(6)　生花、実験用動物、鑑賞用種苗、教授用種苗、肥料、培養土類及び教授用食材

(7)　商品試買検査に係る物品

(8)　贈答品(手土産に限る。)

(9)　単価契約により単価の決定している物品(共通物品を除く。)

(10)　物品の修繕に要する部品

(11)　県内又は国内で統一する目的で県、国等が製作に関与した物品

(12)　市が製作し、市長が販売価格を決定している物品

(13)　国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条第1項

に基づき毎年度作成する障害者就労施設等からの物品等の調達を図るための方針に定める同条第2項に規定す

る当該年度に調達を推進する障害者就労施設等が供給する物品

(14)　前各号に掲げるもののほか、契約検査課長が適当と認めた物品

(平4規則17・全改、平6規則24・平7規則15・平12規則56・平19規則40・平28規則21・令2規則23・令4規則

38・一部改正)

(検査)

第54条　契約権者(契約権者が指定した職員を含む。以下この条において同じ。)は、前条の規定により購入又は修

繕の契約をした物品が納入された場合は、当該物品受入れのため必要な事項を検査しなければならない。

2　契約権者は、前条の規定により製造請負の契約をした物品が納入された場合は、次に掲げる事項について検査

しなければならない。

(1)　材質、形状、寸法等の照合

(2)　数量、計量等の照合

(3)　性能の照査

(4)　その他契約条項の照合

3　契約権者は、前2項の場合において特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により自ら検査を

行うことが困難又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して当該検査を行わせることができる。こ

の場合において、契約権者は、当該契約の締結に際しあらかじめ当該検査を行う者を定めておかなければならな

い。

4　契約権者は、前3項に定める検査を完了したときは、検査書(第23号様式)を作成しなければならない。この場合

において、当該契約の履行が当該契約の内容に適合しないと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を記載

しなければならない。

5　前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、契約権者は、財務会計システムに当該検査日を登録す

ることをもって検査書の作成に代えることができる。

(1)　支出負担行為兼支出命令に基づき検査したとき。

(2)　前条第3項の規定による契約に係る検査のとき。

(3)　次に掲げる者が契約権者となり締結した契約に係る検査のとき。

ア　第2条第4号に規定する課長のうち同号イからキまでに掲げるもの

イ　郡山市事務決裁規程別表第3備考1に規定する指定出先機関の長

ウ　郡山市教育委員会事務決裁規程第3条第5号に規定する教育機関の長及び同条第8号に規定する学校長

(平11規則13・平19規則40・平20規則15・平29規則33・令2規則23・令3規則13・一部改正)

(委任検査)

第55条　契約権者は、前条第1項又は同条第2項の規定による検査を委任して行わせることが適当と認めるときは、

課長等その他の職員に当該物品の検査を委任することができる。ただし、契約した物品の納入場所が本庁(郡山

市庁舎管理規則(昭和40年郡山市規則第3号)第2条第2号の本庁をいう。)以外に所在するときは、契約権者が第53

条第1項に規定する請求をした課長等その他の職員に当該検査を委任したものとみなす。



2　前項の規定による委任を受けて検査を行う者は、同項に規定する検査を完了したときは、納品書及び検査書を

契約権者に送付しなければならない。

(昭58規則11・平11規則13・平19規則40・令2規則23・一部改正)

(購入等物品の受入れ)

第56条　契約権者は、前2条に規定する検査の結果、当該物品を収納すべきものと認めるときは、当該物品につい

て物品管理者となり、出納機関に対して第51条に規定する受入れの通知をしなければならない。この場合におい

て、当該物品が直ちにそのすべてを供用に付するものであるときは、契約権者は、当該物品を供用に付そうとす

る物品管理者に代わって、同時に当該物品の払出しの通知をすることができる。

2　契約権者は、前項の規定により通知をする場合において、物品受入(払出)通知書に代えて検査書によることが

できる。ただし、第54条第5項の場合においては、口頭により行うことができる。

3　出納機関が前項の規定による通知を受けた場合については、当該検査書の整理をもって物品出納簿の整理に代

えることができる。ただし、前項ただし書の場合においては、物品出納簿の整理を省略することができる。

(昭58規則11・平11規則13・平19規則40・一部改正)

(契約不適合の報告)

第56条の2　物品管理者は、前条の規定により払出しを受けた製造請負に係る物品に契約の内容に適合しない事項

を発見したときは、直ちに契約権者に製造請負物品契約不適合報告書(第24号様式)により報告するものとする。

2　契約権者は、前項の規定による報告を受けた場合において、補修の必要があると認めるときは、製造請負物品

契約不適合補修指示書(第25号様式)により契約の相手方に対して適切な措置を命じなければならない。

(平19規則40・追加、令2規則23・一部改正)

(分類換え及び所管換え)

第57条　物品管理者は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があるときは、分類換え(物品をその属する分類

から他の分類に移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2　物品管理者は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があるときは、市長の承認を受けて所管換え(物品管理

者間において又は異なる会計に物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

3　物品管理者は、前2項の規定により分類換え又は所管換えをしたときは、財務会計システムに入力することによ

り出納機関に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該通知を省略することができ

る。

(1)　備品購入費に係る取得価格が10万円未満の物品を消耗品に分類換えする場合

(2)　備品以外の物品について所管換えする場合

4　財務部長は、物品の効率的な供用及び処分のため必要があるときは物品管理者に対しその管理する物品につい

て所管換えを指示することができる。

5　異なる会計間において行う物品の所管換えは、必要に応じて有償とする。

(平元規則27・平19規則40・令2規則23・一部改正)

(公有財産への編入)

第58条　物品管理者は、備品である物品を公有財産に編入しようとするときは、次に掲げる事項を明記し、市長の

承認を受けなければならない。

(1)　当該備品の備品番号、品目、規格、数量、単価、金額及び取得年月日

(2)　編入しようとする事由

(3)　その他必要と認める事項

2　物品管理者は、前項の承認を受けたときは、財務会計システムに入力することにより、その旨を出納機関に通

知しなければならない。

(平元規則27・平19規則40・令2規則23・一部改正)

(調達及び所管換え以外の事由による物品の受入れ)

第59条　物品管理者は、調達又は所管換え以外の事由により物品を受け入れようとする場合には第51条の規定を準

用する。

2　前項の場合において、受け入れようとする物品が寄附に係るものであるときは、物品管理者は、あらかじめ当

該物品の寄附申込者からその事由等を明らかにした寄附申込書その他自己の財産を無償で市に与える意思を表示

した書面を徴し、寄附物品受入書(第29号様式)により当該物品の受入れについて市長の承認を受けなければなら

ない。この場合において、物品管理者が寄附物品受入書を出納機関に送付したときは、物品払出(受入)通知書に

よる通知があったものとみなす。

3　出納機関が前項の規定による送付を受けた場合については、当該寄附物品受入書の整理をもって物品出納簿の

整理に代えることができる。

4　第2項の規定により物品を受け入れた出納機関は、寄附申込者に対し寄附物品受領書(第30号様式)を交付するも

のとする。

(昭58規則11・平元規則27・平11規則13・平19規則40・平28規則21・令2規則23・一部改正)

(供用)



第60条　物品管理者は、職員から請求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の

供用に付そうとするときは第51条の規定による通知を行わなければならない。

2　出納機関は、前項の規定により物品を職員の供用に付したときは当該物品の受領者から受領印を徴さなければ

ならない。

(平19規則40・一部改正)

(交換)

第61条　物品管理者は、物品の効率的な供用及び処分を図るため物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項

を明記し、市長の承認を受けなければならない。

(1)　交換しようとする相手方の住所及び氏名

(2)　交換により提供しようとする物品の表示及びその評価額

(3)　交換により取得しようとする物品の表示及びその評価額

(4)　交換差金があるときは、その額及び納入の方法

(5)　交換しようとする事由

(6)　その他参考となる事項

2　第51条及び第52条の規定は、前項の規定により物品の交換をしようとする場合の物品の受入れ及び払出しの手

続について準用する。

(平元規則27・平19規則40・令2規則23・一部改正)

(譲与等)

第62条　物品管理者は、物品の譲与(譲渡を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次の各号に

掲げる場合を除き、当該物品の譲与を受けようとする者から物品譲与申請書(第32号様式)を提出させ市長の承認

を受けなければならない。

(1)　市の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とした印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配

布するとき。

(2)　教育、試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品又は見本若しくは標本

である物品を譲与するとき。

(3)　災害救助品を災害による被害者その他応急救助を要する者に譲与するとき。

2　物品管理者は、前項の承認を受けたときは、当該物品の譲与を受けようとする者にその旨を通知するととも

に、当該譲与しようとする物品が出納機関の保管に係るものであるときは出納機関に対し、物品の払出しの通知

をしなければならない。

(平元規則27・平19規則40・平27規則2・一部改正)

(貸付け)

第63条　物品管理者は、貸付けを目的とする物品の場合又は貸付けをしても市の事務又は事業に支障を及ぼさない

と認めた物品の場合でなければ貸し付けることができない。

2　物品管理者は、その管理している物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した物品貸付書(第

33号様式)により当該物品を所管する部長の承認を受けなければならない。

(1)　貸し付けようとする物品名及び数量並びに使用料

(2)　借受人の住所及び氏名

(3)　貸付けの目的又は用途及び期間

(4)　その他必要と認める事項

(平19規則40・一部改正)

(寄託)

第64条　物品管理者は、物品の保管上又は事務若しくは事業の遂行上必要があると認めるときは、物品を他の者に

寄託することができる。

2　物品管理者は、物品を寄託したときは受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(平19規則40・一部改正)

(返納)

第65条　物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕若しくは改造を要するものがあるとき又は物品を使用する必

要がなくなり、若しくは使用することができなくなったときは、その旨を当該物品に係る物品管理者に報告し、

その措置を求めなければならない。

2　物品管理者は、前項の規定による報告又は自らの判断により同項に規定する物品があると認めるときは、供用

の廃止を決定し、出納機関に返納しなければならない。

(平19規則40・一部改正)

(不用の決定等)

第66条　物品管理者は、供用若しくは処分の必要がない物品が所管換え若しくは分類換えによっても適切な処理を

することができないと認められるとき、又は供用若しくは処分ができないものであると認めるときは、これらの

物品について不用の決定をすることができる。

(平19規則40・令2規則23・一部改正)



(売払い等)

第67条　契約権者は、前条の規定による決定があったときは、売払い又は廃棄の別を決定し、必要な措置をとらな

ければならない。

(平19規則40・令2規則23・一部改正)

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第68条　施行令第170条の2第2号の規定による関係職員の譲受けを制限しない物品として市長が指定するものは、

取得価格(取得価格が不明なものについては評定価格)2万円以下の物品とする。

(平19規則40・一部改正)

(関係帳簿への記載省略)

第69条　次に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。

(1)　第53条第3項各号に掲げる物品及び共通物品

(2)　別表第1物品分類基準表の大分類2消耗品のうち1事務用品に分類される物品

(3)　前2号に掲げるもののほか、当該物品が消耗品であり、かつ、払出し後直ちにその全量を消費し、又は供用

に付する物品

(昭58規則11・全改、平11規則13・平19規則40・一部改正)

(備品の登録管理)

第70条　物品管理者は、所管に係る備品の備品番号、品名、規格、取得相手方、取得年月日、受入区分及び取得金

額並びに当該備品に異動が生じたときはその異動内容を財務会計システムに登録しなければならない。ただし、

当該備品が、図書館図書、美術品又は博物館等資料である場合は、図書原簿、保管台帳の作成をもって財務会計

システムへの登録に代えることができる。

(平19規則40・全改、令2規則23・一部改正)

(照合)

第71条　物品管理者及び出納機関(会計管理者を除く。)は、その管理又は保管に係る備品と財務会計システムの登

録内容を毎年3月31日現在で照合し、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則40・平20規則15・一部改正)

(事故)

第72条　物品を亡失し、又は損傷したときの届出又は報告及びその責任については、財務規則第136条から第138条

までの規定を準用する。

(平19規則40・一部改正)

第4章　削除

(平31規則14)

第73条から第86条まで　削除

(平31規則14)

第5章　基金

(基金の管理)

第87条　市長又はその委任(専決権の授与を含む。)を受けて法第241条第1項の規定により設けた基金の管理に関す

る事務を所掌する者(以下「基金管理権者」という。)は、法令及びこの規則の定めるところにより、その所掌に

属する基金を管理する。

(基金管理権者の指定)

第88条　基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に応じて市長が別に指定する場合を除くほか、財政課

長が行うものとする。

(平19規則40・一部改正)

(基金台帳による管理の原則)

第89条　基金管理権者は、基金台帳(第46号様式)を備え、その管理に係る基金について、その実体を明らかにして

おかなければならない。

2　基金管理権者は、基金台帳に新たに口座を設け、又は基金台帳に記載した事項に異動が生じたときは、その内

容を文書で会計管理者に通知しなければならない。

(平20規則15・一部改正)

(基金に属する現金の管理の方法)

第90条　基金に属する現金は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、銀行その他の金融機関への預金、第33条

第1項第1号に規定する有価証券の買入れ、その他市長が確実、かつ、有利と認める方法により、管理しなければ

ならない。

2　基金管理権者は、基金に属する現金の管理の方法を定め、又はこれを変更しようとするときは、市長の指示を

受け、又は市長に協議しなければならない。

(基金に属する現金の一時運用)

第91条　基金管理権者は、基金に属する現金を一時運用するときは、次に掲げる事項を明示し、財政課長を経て、

財務部長に合議し、又は協議しなければならない。



(1)　運用する基金の額

(2)　期間及び利率

(3)　繰戻しの方法

(4)　運用の理由

(平元規則27・平19規則40・令2規則23・一部改正)

(公有財産の基金への編入等)

第92条　基金管理権者は、公有財産を基金に編入し、又は購入、寄附その他の事由により、法第238条第1項各号に

掲げる財産を基金に受け入れるときは、当該財産の管理に係る公有財産管理権者、所有者その他の関係者から必

要と認める書類及び関係図面とともにその引渡しを受け、これと引換えに当該関係者に対し基金受入書(第48号

様式)を交付しなければならない。

(手続の準用)

第93条　基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、前3章又は財務規則の規定の例による。

(基金運用状況調書)

第94条　基金管理権者は、毎会計年度、基金運用状況調書(第49号様式)を作成し、これを翌会計年度の6月30日ま

でに財政課長及び財務部長を経て市長に提出しなければならない。

(平元規則27・一部改正)

附　則

この規則は、昭和40年5月1日から施行する。

(令元規則11・旧第1項・一部改正)

附　則(昭和42年郡山市規則第6号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附　則(昭和42年郡山市規則第28号)

この規則中第1条から第35条までの改正規定は、昭和42年5月1日から、その他の規定は公布の日から施行し、昭

和42年4月1日から適用する。ただし、昭和41年度の出納整理期間中における債権に関する事務については、なお従

前の例による。

附　則(昭和42年郡山市規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和42年郡山市規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和45年郡山市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附　則(昭和45年郡山市規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和47年郡山市規則第42号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、昭和47年度の備品に係る事務については、なお従前の例に

よる。

附　則(昭和48年郡山市規則第20号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

附　則(昭和49年郡山市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和51年郡山市規則第32号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

附　則(昭和53年郡山市規則第20号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

附　則(昭和58年郡山市規則第11号)

1　この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2　この規則による改正後の様式は、当分の間、従前の様式によるものとする。

附　則(平成元年郡山市規則第27号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

附　則(平成3年郡山市規則第31号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

附　則(平成4年郡山市規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附　則(平成5年郡山市規則第34号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

附　則(平成6年郡山市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。



附　則(平成7年郡山市規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附　則(平成8年郡山市規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附　則(平成9年郡山市規則第36号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附　則(平成10年郡山市規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附　則(平成11年郡山市規則第13号)

(施行期日)

1　この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。

附　則(平成12年郡山市規則第56号)

(施行期日)

1　この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の日前に取得した物品でその取得価格により備品に分類されているもののうち、取得価格

20,000円未満の備品(図書を除く。)及び取得価格10,000円未満の備品である図書は、この規則の施行の日におい

て、郡山市財産規則第57条の規定にかかわらず消耗品に分類換えされたものとみなす。

附　則(平成13年郡山市規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附　則(平成14年郡山市規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成17年郡山市規則第23号)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11号様式の2(裏)教示の項の改正規定は、平成17年4月1日から

施行する。

2　この規則の規定にかかわらず、福島地方法務局郡山支局が不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第6条第1項

の規定による指定を受けるまでの間は、「登記識別情報」とあるのは「登記済証(公有財産引継書に添付する場

合にあっては、その写し)」とする。

附　則(平成19年郡山市規則第40号)

(施行期日)

1　この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の様式の規定にかかわら

ず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附　則(平成20年郡山市規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第26条第1項、第31条、第39条及び第54条第5項第2号の改

正規定は、公布の日から施行する。

附　則(平成22年郡山市規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附　則(平成24年郡山市規則第26号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使

用することができる。

附　則(平成26年郡山市規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附　則(平成27年郡山市規則第2号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使

用することができる。

附　則(平成27年郡山市規則第44号)



(施行期日)

1　この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第28条の2及び第82条第4項の改正規定は、公布の日から

施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平

成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31

年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長

として在職する間は、改正前の第2条第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号エ中「地

方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条に定める教育長をいう。)」とあるのは、

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定

により在職する教育長をいう。)」とする。

附　則(平成28年郡山市規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び第4号、第4条第2項、第33条第1項第1号、

第48条第1項並びに第59条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則(平成29年郡山市規則第33号)抄

(施行期日)

1　この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附　則(平成30年郡山市規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附　則(平成31年郡山市規則第14号)抄

(施行期日)

1　この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(郡山市財産規則の一部改正に伴う経過措置)

3　前項の規定による改正前の郡山市財産規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当する

規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附　則(令和元年郡山市規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(令和2年郡山市規則第23号)

(施行期日)

1　この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。

附　則(令和3年郡山市規則第13号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に提出されている改正前の郡山市財産規則の様式(次項において「旧様式」という。)に

より使用されている書類は、改正後の郡山市財産規則の様式によるものとみなす。

3　この規則の施行の際現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用する

ことができる。

附　則(令和4年郡山市規則第31号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に提出されている第2条の規定による改正前の郡山市財産規則の様式(次項において「旧

様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の郡山市財産規則の様式によるものと

みなす。

3　この規則の施行の際現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用する

ことができる。

附　則(令和4年郡山市規則第38号)抄

(施行期日)

1　この規則は、令和4年11月1日から施行する。

附　則(令和5年郡山市規則第41号)抄

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(郡山市財産規則の一部改正に伴う経過措置)



6　この規則の施行の際現に提出されている第3条の規定による改正前の郡山市財産規則の様式(次項において「旧

様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の郡山市財産規則の様式によるものと

みなす。

7　この規則の施行の際現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用する

ことができる。

別表第1(第49条関係)

(昭58規則11・平12規則56・平19規則40・平22規則11・平27規則44・平30規則26・令2規則23・一部改正)

物品分類基準表

大分類 中分類 小分類

1　備品
(1)　通常の状態でおおむね3年以上の使
用にたえる物品で、その取得価格(取得
価格が不明なるものにあっては、市場
価格を基礎として評価した価格)が100,
000円以上のものをいう。

(2)　図書(年鑑及び要覧に類するものを
除く。)にあっては、取得価格が10,000
円以上のものをいう。

(3)　庁用共通器具、公印、美術品、博物
館等資料等特殊な物品については、取
得価格にかかわらないものとする。

1　庁用共通器具 1　両袖机
2　片袖机
3　脇机
4　部長用椅子
5　課長用椅子
6　事務用椅子
7　1人用ロッカー
8　2人用ロッカー
9　3人用ロッカー
10　4人用ロッカー

2　庁用機械器具 11　机類
12　いす類
13　たな類
14　つい立て類
15　箱類
16　塗板類

3　事務用機器 17　計算器具類
18　印刷器具類
19　印字器具類
20　書類整理器具類
21　印判類
22　雑品類

4　維持管理機器 23　照明器具類
24　通信器具類
25　冷暖房器具類
26　寝具類
27　縫製器具類
28　ちゅう(厨)房器具類
29　清掃器具類
30　整備工具類

5　その他の器具 31　その他の器具類

6　理化学機器 32　測量機具類
33　測定器具類
34　試験検査器具類

7　産業機器 35　土木建築器具類
36　農林畜産器具類
37　工作器具類

8　医療防疫機器 38　診療・治療器具類
39　衛生・防疫器具類
40　看護・調剤器具類

9　教育学習機器 41　一般教育器具類
42　理化学器具類
43　各種機械類
44　保健体育器具類
45　標本模型類
46　音楽器具類

10　車両 47　自動車
48　原動機付自転車
49　自転車
50　その他

11　図書 51　事務用図書
52　調査研究用図書
53　教学用図書
54　閲覧用図書

12　美術品 55　美術品類



13　博物館等資料 56　考古資料類
57　民俗・歴史資料類
58　工芸品類
59　自然標本類

14　雑品 60　雑品類

2　消耗品
1回限りの使用で消耗する物品その他短

期間に消耗する物品又はその性質上長期
間使用することに適しない物品とする。

1　事務用品 1　文房具類
2　用紙類
3　印刷物類

2　郵券証紙 4　郵券類
5　証紙類

3　材料品 6　医薬防疫用品類
7　試験検査用品類
8　賄材料品類
9　飼・肥料品類
10　部品工具類
11　実習講習材料

4　油脂・燃料 12　油脂類
13　燃料類

5　報償及び貸与品 14　報償及び接待品類
15　貸与品類

6　その他 16　雑品類

3　原材料 1　加工用材料 1　工事資材類
2　生産加工用材類
3　種苗類

4　生産物製作品 1　生産物 1　農林産物類

2　製作品 1　木工製品類
2　金属製品類
3　その他

5　動物 1　動物 1　獣類
2　鳥類
3　魚類

6　占有動産 1　占有動産 1　占有動産

7　解体材料 1　解体材料 1　解体材料

8　不用品 1　不用品 1　不用品

別表第2(第52条関係)

(平19規則40・全改、令2規則23・一部改正)

物品整理区分

受入れ 払出し

受入区分 説明 払出区分 説明

購入等 購入等により受け入れる場合 供用 職員の使用に供するため払い出す場合

生産 生産したことにより受け入れる場合 譲与 譲与したことにより払い出す場合

製作 製作したことにより受け入れる場合 貸付 貸し付けたことにより払い出す場合

受贈 贈与を受けたことにより受け入れる場合 分類換払 他の分類に移すため払い出す場合

借受 借受けたことにより受け入れる場合 所管換払 他の管理に移すため払い出す場合

修繕受 修繕又は改造したことにより受け入れる場
合

返還 借受物品、占有物品を返還する場合

分類換受 他の分類から受け入れる場合 売払 売払いのために払い出す場合

所管換受 他の管理から受け入れる場合 廃棄 廃棄のため払い出す場合

返納 使用の廃止、中止又は貸付物品の返還を受
けたことにより受け入れる場合

雑件 いずれにも属さない場合

雑件 いずれにも属しない場合

第1号様式(第8条関係)

(平19規則40・一部改正)

javascript:void(0);


第2号様式から第10号様式まで　削除

(令2規則23)

第11号様式(第26条関係)

(昭58規則11・全改、平6規則24・平17規則23・令5規則41・一部改正)

javascript:void(0);


第11号様式の2(第26条関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);




第12号様式　削除

(平19規則40)

第13号様式(第28条関係)

(昭58規則11・全改、平19規則40・平27規則2・令3規則13・令5規則41・一部改正)

javascript:void(0);


第14号様式及び第15号様式　削除

(平19規則40)

第16号様式(第36条関係)

(平19規則40・一部改正)

javascript:void(0);


第17号様式(第39条関係)

(平19規則40・一部改正)

javascript:void(0);


第18号様式　削除

(昭58規則11)

第19号様式(その1)(第48条関係)

(平19規則40・全改)

javascript:void(0);


第19号様式(その2)(第48条関係)

(平19規則40・全改)

javascript:void(0);


第20号様式　削除

(令2規則23)

第21号様式(第51条関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);


第22号様式　削除

(令2規則23)

第23号様式(その1)(第54条関係)

(令2規則23・全改、令4規則31・一部改正)

javascript:void(0);


第23号様式(その2)(第54条関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);


第23号様式(その3)(第54条関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);


第23号様式(その4)(第54条関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);


第24号様式(第56条の2関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);


第25号様式(第56条の2関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);


第26号様式から第28号様式まで　削除

(令2規則23)

第29号様式(第59条関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);


第30号様式(第59条関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);


第31号様式　削除

(令2規則23)

第32号様式(第62条関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);


第33号様式(第63条関係)

(令2規則23・全改)

javascript:void(0);


第34号様式から第45号様式まで　削除

(令2規則23)

第46号様式(第89条関係)

(平19規則40・一部改正)

javascript:void(0);


第47号様式　削除

(令2規則23)

第48号様式(第92条関係)

(平19規則40・一部改正)

javascript:void(0);


第49号様式(第94条関係)

(平19規則40・一部改正)

javascript:void(0);



